
令 和 ５ 年 １ 月 ２ ４ 日

東 北 地 方 整 備 局

入札監視委員会の審議概要を公表します

（第二部会 第２回定例会議）

令和４年１２月１４日（水）に東北地方整備局（港湾空港関係）において、

「令和４年度入札監視委員会（第二部会第２回定例会議）」を開催しました。

審議概要について別紙のとおりお知らせします。

なお、今回の委員会では、事前に抽出された案件６件の審議を行い、意見の具

申や勧告事項はありませんでした。

〔発表記者会〕宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

【問合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局（港湾空港関係）

仙台市青葉区本町３丁目３番１号

ＴＥＬ ０２２－７１６－００１３（直通）

契約管理官 鈴木
す ず き

守
まもる

（内線：６２２１）



東北地方整備局 会議室

部 会 長 小出 英夫 【（学）東北工業大学 工学部 教授 】

部会長代理 砂田 洋志 【（国）山形大学 人文社会科学部 教授 】

委 員 真田 昌行 【弁護士】

～

（上記期間に契約締結した案件を審議）

総件数 ６件 （別紙－１ 審議案件一覧のとおり）

１件

２件

工事希望型競争入札 ０件

指名競争入札 ０件

随意契約 １件

１件

１件

委員会による意見の
具申又は勧告の内容

委員からの意見・質問、
それに対する説明・回答

委 員

開 催 日 及 び 場 所

審 議 対 象 期 間

審 議 案 件

工

事

東北地方整備局 入札監視委員会（第二部会） 審議概要

建設コンサルタント業務等

一般競争入札（政府調達
に関する協定適用対象）

一般競争入札（政府調達に関
する協定適用対象以外）

役務の提供等及び物品の製造等

本日の審議案件について、意見の具申又は勧告事項はありません。

別紙－２のとおり

令 和 4 年 4 月 1 日 令 和 4 年 9 月 30 日

令和4年12月14日（水）

（備考）

・審議に先立ち、下記(1)～(8)について、報告が行われました。

(1)工事、建設コンサルタント業務等、
役務の提供等及び物品の製造等の発注状況

(2)指名停止等の運用状況

(3)談合情報等の対応状況

(4)再度入札における一位不動状況

(5)低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況

(6)一者応札の発生状況

(7)不調・不落の発生状況

(8)高落札率の発生状況



別紙―1

【工事】

（単位：千円） （単位：％）

一般競争入札方
式（政府調達に
関する協定適用
対象工事）

能代港大森地区
岸壁(-10m)地盤
改良工事

港湾土木工事 4者 4者 R4.7.1
東洋・本間特定建設工
事共同企業体

1,943,040 91.35 秋田港湾

（単位：千円） （単位：％）

一般競争入札
方式（政府調達
に関する協定適
用対象工事以外
のもの）

八戸港八太郎・
河原木地区航路
泊地(埋没)付帯
施設本体工事

港湾土木工事 1者 1者 R4.8.5 畑中建設工業（株） 219,450 97.00 八戸港空

一般競争入札
方式（政府調達
に関する協定適
用対象工事以外
のもの）

小名浜港東港地
区防波堤(第二
沖)本体工事

港湾土木工事 4者 4者 R4.8.4 若築建設（株） 265,100 99.80 小名浜港湾

（単位：千円） （単位：％）

随意契約方式

相馬港3号ふ頭
地区岸壁(-
12m)(耐震)(災
害復旧)築造工
事

港湾土木工事 R4.7.8 五洋建設（株） 422,400 99.83 小名浜港湾

【建設コンサルタント業務等】

（単位：千円） （単位：％）

一般競争入札
方式

水中部施工状況
確認業務

建設コンサル
タント等

1者 1者 R4.4.1 （一社）日本潜水協会 52,800 99.37 港湾空港部

【役務の提供等及び物品の製造等】

（単位：千円） （単位：％）

一般競争入札
方式

青森港港湾業務
艇「つがる」運
航及び用船

役務の提供等 1者 1者 R4.4.1 （株）細川産業 22,312 99.82 青森港湾
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別紙－２

１．報告

意見・質問 説明・回答

・(6)一者応札の発生状況について、適宜入
札説明資料等をダウンロードした者に対しヒ
アリングを実施しているとのことだが、要望
として本件の資料に何者へヒアリングを実施
したか明記することを検討いただきたい。

・次回からヒアリング実施数を資料明記することで検討させ
ていただきます。

２．審議

意見・質問 説明・回答

１ 能代港大森区岸壁（－１０ｍ）地盤改良工事

・本件工事は定型的な工事なのか。 ・そのとおりです。

・資料に本件工事は契約締結後に施工方法の
提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事と
あるが、こういった定型的な工事の場合どう
いった提案がされるのか。

・VE提案方式は、ほとんどの工事で対象とされているため資
料に明記しておりますが、必ずしも提案があるものではござ
いません。

・落札率が低いとかなり業者にとっては負担
になるのか。

・そのとおりです。

・発注前の想定段階で参加可能想定者を２５
者としているが、参加者数は４者にとどまっ
ている。想定者はあくまでおおよその数にな
るのか。

・全国で施工実績を持つ者で検索しているため、実際に参加
するか否かは施工地域の協力会社（下請け企業）の手配の関
係があります。加えて、本工事は発注規模が大きく２者～３
者にて特定JVを組んで応札している者があるため、参加者数
が目減りしている側面もあります。

２ 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設本体工事

・ケーソン製作の際、フローティングドッグ
とドライドッグではそれぞれ難易度が異なる
のか。

・フローティングドッグで製作する場合は、海上に浮かんだ
状態でケーソン製作するもので、ドライドッグは陸上で製作
するものです。
今回工事におけるフローティングドッグの場所は波の静穏度
が高い場所であり、製作には支障ない場所になっておりま
す。

・ということは本工事の場合、難易度にそれ
ほど違いはないということか。

・そのとおりです。

・本件工事も契約後VE提案の対象工事である
が、こういった定型的な工事について技術革
新はあるのか。

・ここ最近については提案がない状況です。
要因としては、発注公告にて施工における創意工夫等の技術
提案を求めており、契約後におけるVE提案する要素が少なく
なってきていると考えられます。
なお、工種によってはVE提案がされる可能性がありますの
で、VE提案の対象工事として継続して発注している状況であ
ります。

・工事内容が定型化しているものについて
は、VE提案がされにくいということか。

・そのとおりです。

・１者応札となっているが、施工場所が八戸
市であることや繁忙期であることが要因とい
うことか。

・そのとおりです。地域の下請け企業の作業員確保等の関係
により、参加者が少ないという可能性もあると考えておりま
す。



・１者応札となっており、競争性が確保され
ているのかに疑問を感じる。技術者の不足と
いう理由が挙げられているが、複数者が応札
できるよう施工時期の工夫はできなかったの
か。

・前後の工事との繋がりがあることや、東北の場合、冬期に
海象条件が悪い事情もあり、中心的な工事の施工時期が春期
や夏期に偏ってしまう事情があります。
そうした現場条件を平準化し、他社も技術者を配置できるよ
うな時期とバランスを工夫することにより競争性の観点を考
慮しながら対応していきたいと考えております。

３ 小名浜港東港地区防波堤（第二沖）本体工事

・施工内容の確認であるが、本工事は調整ブ
ロックの上にケーソンを置いて海上打継をす
るもので、前回工事から５年経過しているた
め、調整ブロックの置き直しを行っているの
か。

・調整ブロックはケーソンを沈めた際、ケーソンが沈みすぎ
ないよう、また、海上打継をする際にちょうどいい高さに浮
くよう、高さ調整のために配置するものです。
今回については、海上打継の施工内容に合わせた高さにする
ため、調整ブロックの位置調整を行っております。

・別工事にてケーソンを４段目まで施工した
後、本工事にて打継工事を施工しているが、
一度に施工しなかったのは理由があるのか。

・近接する小名浜港東港地区の岸壁整備事業が優先的に実施
されることに伴い、本件防波堤整備事業が一時休止となった
ためです。

・参加申請を行った者が７者、うち３者が辞
退となっているが、申請時点でどの者が参加
申請してるかなどの情報は公表・周知される
ものなのか。

・公表されません。

・申請者が自身が参加申請している旨外部に
言うことはダメなものなのか。

・そのとおりです。

・そうすると、参加申請して辞退した者は誰
が参加してるかは分からない状態で辞退した
ということか。

・参加業者の情報は落札決定後速やかに公表されておりまし
て、それ以前についての情報は秘匿された状態になっており
ます。

入札調書を見ると、落札者より４２０万円ほ
ど低い価格で応札している者がいるにもかか
わらず、技術点３点の差で落札できなかった
結果となっている。
総合評価の制度に則って落札者が決定される
のは分かることだが、予算の適正な執行とい
う点から見て、技術点３点差に金額差４２０
万円ほどの価値があると考えていいのか。考
えを聞かせていただきたい。

技術点には、応札者の中で品質確保の観点から一番良い成果
が期待できること、安全に施工出来るといった技術力や体制
が整っているかという点が含まれております。
技術点の点差に落札者より低い価格で応札した者の金額差金
がどれほどの価値があるかについてを比較されることは難し
いものと思慮しております。

４ 相馬港３号ふ頭岸壁（－１２ｍ）（耐震）（災害復旧）築造工事

・緊急性があったため随意契約での発注と
なったのか。

・相馬港は東日本大震災を含め３度の大地震にあっており、
度重なる被害から更なる被害の拡大防止、社会経済の回復と
いった観点から一刻も早い復旧と港湾物流機能の回復が何よ
りも求められるという判断のもと随意契約に至ったものであ
ります。

・契約日が７月８日、工期が６月１０日から
ということで、契約日より工期が先となって
いるが、こういったことはあり得るものなの
か。

・緊急的な復旧工事で早期に現場着手する目的もあり受注者
から対応要請承諾の回答を６月１０日もらった後速やかに、
同日付で当局から工事実施の指示書を発出し、工事着手前の
準備工として現場入りしてもらい、契約手続きが整った７月
８日の契約締結日付で工事着手している実態となっておりま
す。

・仮に一般競争入札を実施した場合、どの程
度期間を要するのか。

・１～２ヵ月弱の期間を要することとなっております。



・契約相手方の選定について、こうした災害
時の場合、包括協定に基づいて対応可能業者
を推薦してもらう方式となっているが、技術
力の確認はどのように行っているのか。

・包括協定に基づき、埋立浚渫協会から地震発災後に災害協
定団体事務局へ本工事の対応可能な会員会社の報告依頼をし
ております。事務局から対応可能な者の報告を受け、当局か
ら出動要請を行い、承諾が得られたためその者と随意契約を
しております。

・見積り合わせを９回実施した結果、契約金
額に至っているが、予定価格の設定はどのよ
うに行っているのか。

・一般競争入札の場合は、見積り参考資料を提示しておりま
すので予定価格を推測できますが、随意契約については、相
手方へは特記仕様書のみを提示しそれを基に見積額を設定し
ているため、相手としては予定価格を探りながらの状態で見
積り合わせを実施しているものと推測しています。

・見積り合わせが折り合わない場合は、予定
価格が変わっていくものなのか。

・予定価格と見積金額に乖離がある場合は、当局の積算の考
え方を相手方に伝え、了承のうえ見積合わせを続行します。
予定価格を変える場合は、一度見積り合わせを中止する形に
なります。

・そうすると、予定価格を超えた価格が契約
金額となることもあり得るのか。

・特記仕様書の内容の見直しが必要となる場合が想定されま
す。その場合、予定価格も変更する形になります。

・本件工事のような災害時の緊急随契の場
合、落札率の重要性が不明であり、要望の金
額を契約相手方に伝える方法でも良いのでは
ないか。

・会計制度上、当局側から予定価格を伝えることはできない
ため、現状の随意契約による見積合わせによる取扱いとなっ
ております。

・９回見積り合わせを行っているが、どのぐ
らいの時間を要したのか。

・本件の場合、１０時～１４時ごろまでの約４時間でした。

５ 水中部施工状況確認業務

・本件業務は定期検査のようなものなのか。 ・工事の水中部出来形検査です。例えば防波堤工事の場合、
基礎部分を確認しなければ、その上にケーソンを据付られま
せんので、各工種のフローに従って、段階的に実施しており
ます。

・工事施行完了後の定期検査というわけでは
ないのか。

・施工完了後ではなく、施工中の各工種完了段階ごとに出来
形検査を実施しているものになります。

・１者応札となっているが、業務の性格上応
札者が少なく毎年受注していると思われる
が、それ故に落札率が高くなってしまうの
か。

・本件業務は現地での調査も行いますが、潜水士の調達等マ
ネジメント能力が求められるものであります。ですので経費
のほとんどは潜水士の人件費が占めており額が決まっている
ものですので、これより受注額をさげるのは厳しいのではな
いかと考えております。
また、当局で使用している積算の基準等が公表されているの
も要因の１つと考えております。

・発注前の想定段階で参加可能想定者を２６
者以上としているが、参加者数は１者にとど
まっている。理由をどのように考えている
か。

・本業務には特別港湾潜水技士又は１級港湾潜水技士の資格
を有すること、併せて港湾工事の施工確認にかかる研修を受
講した者を従事させる必要があります。
潜水士の調達について、上記の要件を満たす者の調達に係る
実績（経験）が乏しく、入札参加を見送ったものと考えてお
ります。

・予定価格の設定について、業者に見積もり
を提出してもらい市場価格を調査したうえで
予定価格を設定するというやり方になってい
るのか。

・現場までの交通費は当局独自で積算しており、それ以外に
ついては本省で公表している資料に基づき積算しておりま
す。
方法としては工事と同様のやり方になります。

・発注前の段階で参加可能者を２６者以上と
想定しているが、東北管内のみで２６者とい
うことか。

・本件については、全国にて実績要件を満たす者を参加可能
者として計上しております。



６ 青森港港湾業務艇「つがる」運行及び用船

・業務内容としては、貴局で所有する船舶の
運転手を雇い、船舶の修理期間の間は別な船
を代わりに用意してもらうという理解でよい
か。

・そのとおりです。

・発注前の段階で参加可能者を１５者と想定
しているが、全国の企業で参加要件を満たす
者を参加可能者として想定しているのか。

・そのとおりです。

・落札率が高いのは、船員の人件費や用船料
がおおよそ定額となっているためなのか。

・積算基準等が公表されているため、応札者にて精度の高い
積算が可能であったと考えております。

・１者応札が続いているが、応札者を増やす
ための対策や考えはあるのか。

・競争参加資格要件の最大限の緩和等措置を講じているとこ
ろですが、なかなか参加者数が伸び悩んでいる状況でありま
す。引き続き参加者数を増加できるよう検討していきたいと
考えております。

・今回の競争参加資格要件で「役務の提供
等」Ａ～Ｄ等級を有する者が対象となってい
るが、発注前の想定段階にて参加可能者はど
のような分布となっていたのか。

・Ｃ等級で１０者、Ｄ等級で５者の合計１５者を想定してお
りました。


